
４ 公文書館に収蔵されるまでの流れ

新設・変更の簿冊名称

歴史資料として重要な
公文書（歴文）を判定
（条例２Ⅴ、７Ⅰ、12Ⅰ）
（所属判断後、アーキビストによる判定）

有期保存の簿冊名称

歴史資料として重要な
公文書（歴文）を判定
（条例２Ⅴ、７Ⅰ、12Ⅰ）

（条例改正以前に専門委員による判定済）

歴文ではない文書

保存期間満了後
（条例８Ⅰ）

歴史公文書等
（条例２Ⅵ（Ⅰ））

保存期間満了後
（条例８Ⅱ・Ⅲ、12Ⅱ、15Ⅰ）

歴文ではない文書

保存期間満了後
（条例８Ⅰ）

法人その他の団体又は
個人から寄贈又は
寄託された文書

（条例２Ⅵ（Ⅱ））

※永年保存を廃止し、30年保存
に変更したことによる歴文判定

公文書館

歴史資料として
重要でなくなった文書

（条例28Ⅰ・Ⅱ）
大阪市公文書管理委員会審議

廃棄

（条例２Ⅵ（Ⅱ））

保存期間満了後
（条例８Ⅱ・Ⅲ、12Ⅱ、15Ⅰ）

歴史公文書等
（条例２Ⅵ（Ⅰ））

旧永年保存の簿冊名称
（公文書館収蔵済み簿冊を除く）

歴史資料として重要な
公文書（歴文）を判定
（条例２Ⅴ、７Ⅰ、12Ⅰ）

（所属判断後、アーキビストによる判断）

保存期間満了後

（条例８Ⅰ）

歴文ではない文書
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